
 

 

 

 

環境配慮型事業所認定制度とは 

高知県で平成１６年度から実施されている認定制度です。 

 

「事業所から出るごみの発生抑制やリサイクル、省資源・省エネ 

ルギー活動を実践し、環境保全活動や環境への負荷を低減する 

取り組みを行い著しい成果をあげている」と認められ 

平成２２年１２月１７日に認定を受けています。 

 

＜サニーマートの取り組みの概容＞ 

① 食品循環資源（食品廃棄物）の回収リサイクルの取組 

② プラスチック、紙くず等の分別リサイクルの取組 

③ 電気使用量のリアルタイム見える化機器の導入と節電の取組 

④ ＬＥＤ照明や省エネタイプの空調機・冷蔵庫の積極的導入 

⑤ 地域連携・協定締結によるレジ袋の無料配布中止の実施 

⑥ 高知県産の間伐材の積極的な利用 

 

 

 

※また、愛媛県では、サニーマート松山久米店・サニーマート森松店・サニーマート束本店の 

３店舗が愛媛県資源循環優良モデル認定事業の「優良エコショップ」の認定を受けています。 

 

 

 


